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史
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紀年銘をもつ神獣鏡の新例（隅村）

　
紀
年
鏡
は
前
漢
永
始
二
年
（
前
一
五
）
網
具
規
矩
四
神
鏡
を
稽
矢
と
し
て
、

後
漢
か
ら
西
晋
時
代
に
盛
行
し
た
。
そ
れ
は
鏡
の
制
作
年
代
を
ピ
ン
ポ
イ
ン

ト
で
示
す
こ
と
か
ら
、
型
式
と
様
式
に
も
と
つ
く
官
界
編
年
に
実
年
代
を
与

え
る
指
標
と
し
て
、
早
く
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
三
角
縁

神
獣
鏡
を
は
じ
め
と
す
る
三
国
時
代
の
神
獣
鏡
に
は
、
魏
や
呉
の
年
号
が
銘

文
に
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
年
代
の
指
標
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
三
国
鼎
立

の
政
治
情
勢
を
反
映
す
る
考
古
資
料
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。

　
か
つ
て
わ
た
し
は
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
共
同
研
究
「
中
国
古
鏡

の
研
究
」
班
に
お
い
て
前
漢
か
ら
西
晋
時
代
ま
で
の
鏡
銘
を
総
合
的
に
分
析

し
、
二
〇
〇
九
年
よ
り
そ
の
成
果
を
『
東
方
学
報
』
に
発
表
し
て
き
た
。
紀

年
鏡
銘
に
つ
い
て
は
「
漢
三
国
西
湘
紀
年
漁
業
集
釈
」
（
『
東
方
学
報
』
京
都
第

八
七
冊
、
二
〇
一
二
年
。
以
下
「
集
釈
」
と
い
う
）
を
ま
と
め
、
神
獣
鏡
を
中
心

と
す
る
私
論
「
漢
三
国
西
晋
紀
年
鏡
一
作
義
者
か
ら
み
た
神
獣
鏡
の
系
譜
」

（
同
第
八
八
冊
、
二
〇
；
一
年
。
以
下
「
前
稿
」
と
い
う
）
を
発
表
し
た
。

　
二
〇
一
六
年
三
月
、
わ
た
し
は
「
中
国
南
北
朝
時
代
の
仏
教
文
化
と
そ
の

源
流
に
か
ん
す
る
考
古
学
的
研
究
扁
を
課
題
と
す
る
J
S
P
S
科
学
研
究
費

（
基
盤
B
、
課
題
番
号
二
四
四
〇
一
〇
三
二
）
に
よ
り
、
江
南
の
杭
州
・
宜
興
・

紹
興
を
旅
し
た
。
そ
の
と
き
調
査
し
た
漢
・
六
朝
鏡
の
う
ち
、
集
釈
未
収
録

の
紀
年
銘
を
も
つ
神
獣
鏡
の
三
面
を
こ
こ
に
紹
介
し
、
そ
の
歴
史
的
意
義
に

つ
い
て
考
察
す
る
。
調
査
に
は
本
学
文
学
研
究
科
修
士
課
程
二
回
転
の
馬
渕

一
輝
が
随
行
し
、
漸
江
省
文
物
量
定
審
核
弁
公
室
の
王
牧
氏
、
中
国
文
物
学

会
青
銅
器
専
業
委
員
会
の
落
雷
・
張
毅
明
・
徐
俊
傑
・
馬
肉
春
・
唐
勤
彪
・

張
宏
林
氏
、
紹
興
越
国
文
化
博
物
館
の
南
海
芳
館
長
に
多
大
の
便
宜
を
い
た

だ
い
た
。
各
位
に
深
く
感
謝
す
る
。
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［
　
元
興
【
兀
年
（
一
〇
五
）
環
状
乳
神
獣
鏡

　
神
獣
鏡
と
は
、
内
事
の
主
紋
に
神
仙
と
霊
獣
を
浮
彫
で
あ
ら
わ
し
た
鏡
を

い
う
。
そ
の
中
で
最
初
に
呂
現
し
た
の
が
、
環
状
乳
神
獣
鏡
で
あ
る
。
後
ろ

を
振
り
向
く
獣
の
背
中
に
神
仙
が
坐
り
、
獣
の
肩
と
腰
に
は
臼
状
に
突
起
し

た
環
状
乳
が
あ
る
。
最
古
の
作
例
は
元
興
一
兀
年
（
一
〇
五
）
三
神
三
艶
態
で
、

こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
の
は
銭
高
潮
洗
花
拝
石
軒
鏡
銘
集
録
聴
（
～
七
九
七

年
〉
に
模
本
、
端
方
噌
陶
斎
吉
金
皇
師
（
一
九
〇
四
年
）
や
羅
振
玉
『
古
鏡
図

録
臨
（
一
九
一
六
年
）
な
ど
に
拓
影
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
同
年
五
月
丙
午
日
鏡

（
以
下
「
丙
午
鏡
扁
と
い
う
〉
で
あ
る
。
い
ま
五
島
美
術
館
に
所
蔵
す
る
踏
み

返
し
鏡
は
、
径
八
・
九
セ
ン
チ
と
小
さ
い
（
麟
1
右
）
。

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
江
蘇
省
宜
興
市
の
張
線
虫
氏
が
所
蔵
す
る
元
興
元

年
五
月
二
十
日
甲
午
鏡
（
以
下
「
廿
日
鏡
」
と
い
う
〉
で
あ
る
（
図
版
1
上
）
。

径
一
一
・
七
セ
ン
チ
、
重
さ
一
九
六
グ
ラ
ム
、
全
体
に
黒
漆
色
を
呈
し
、
そ

の
色
調
か
ら
江
南
の
出
土
と
思
わ
れ
る
。

　
内
区
の
一
部
に
鋳
あ
が
り
の
不
鮮
明
な
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
の
、
図
像
紋

様
や
銘
文
は
明
瞭
に
観
察
で
き
、
拓
本
や
踏
み
返
し
鏡
し
か
知
ら
れ
て
い
な

い
丙
午
鏡
よ
り
資
料
的
価
値
は
高
い
。

　
西
王
母
は
双
警
冠
を
い
た
だ
き
、
両
肩
か
ら
気
が
生
じ
、
左
右
の
環
状
乳

に
は
禽
獣
が
外
向
き
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
東
王
公
は
三
山
冠
を
か
ぶ
り
、

西
王
母
と
同
じ
坐
勢
で
あ
る
。
し
か
し
、
左
の
環
状
乳
に
は
獣
、
右
の
環
状

乳
に
は
う
な
だ
れ
て
袖
で
涙
を
拭
く
鍾
子
期
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
知
音

の
故
事
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
辛
子
期
は
伯
牙
に
と
も
な
う
べ
き
で
あ
る
か

ら
、
本
鏡
の
配
置
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
伯
牙
は
両
袖
を
ま
く
り
あ
げ
て
膝

に
の
せ
た
琴
を
弾
い
て
い
る
。
左
の
環
状
乳
に
は
鳥
、
右
の
環
状
乳
に
は
羽

人
が
伺
候
し
て
い
る
。

　
獣
は
王
体
と
も
天
の
柱
で
あ
る
巨
（
維
剛
）
を
口
に
街
え
、
一
体
は
側
視

形
、
二
体
は
斜
視
形
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
環
状
乳
の
配
置
は
不
均
等
で
、
神

像
の
間
は
獣
形
の
間
よ
り
や
や
広
く
な
っ
て
い
る
。

　
内
区
外
周
に
は
半
円
方
形
帯
が
あ
る
。
半
円
と
方
格
が
＝
一
個
ず
つ
あ
り
、

半
円
に
は
渦
紋
、
方
格
に
は
一
字
ず
つ
銘
文
が
あ
る
。
渦
の
数
は
丙
午
鏡
と

同
じ
五
渦
だ
が
、
丙
午
鏡
の
半
円
と
方
格
は
九
個
ず
つ
で
あ
る
。
本
鏡
の
方

格
銘
は
西
王
母
の
右
下
か
ら
時
計
回
り
に
読
む
。

　
　
吾
作
明
寛
、
　
　
　
　
吾
れ
明
鏡
を
作
る
に
、

　
　
幽
凍
三
商
。
　
　
　
　
三
商
を
幽
即
せ
り
。

　
　
位
至
三
公
。
　
　
　
　
位
は
三
公
に
至
ら
ん
。

整
っ
た
四
言
句
で
、
「
商
」
「
公
」
が
叶
韻
す
る
。
第
二
句
の
「
商
」
は
五
行

で
金
を
あ
ら
わ
し
、
「
三
商
」
は
三
つ
の
金
属
、
す
な
わ
ち
青
銅
鏡
の
主
要

な
原
料
を
指
す
〔
密
ユ
α
q
脱
魯
6
ω
臼
嵩
①
〕
。

　
外
区
に
は
銘
肝
と
渦
紋
帯
が
め
ぐ
っ
て
い
る
。
銘
文
は
西
聖
母
の
下
方
に

62　（686）



紀年銘をもつ神獣鏡の新例（岡村）

起
句
記
号
の
「
…
」

的
な
字
画
で
あ
り
、

　
　
元
興
元
年
、

　
　
五
月
廿
日
甲
午
、

　
　
天
大
赦
、

　
　
廣
漢
西
蜀
、

　
　
造
作
明
寛
、

　
　
幽
三
子
。

　
　
周
徳
無
冠
、

　
　
世
徳
光
明
。

　
　
長
樂
未
、

　
　
宜
侯
王
。

　
　
富
且
昌
。

　
　
師
命
長
。

　
　
位
至
三
公
分
。

「
商
」
門
明
」
「
王
」

と
第
九
句
の
「
央
」

が
あ
り
、
時
計
回
り
に
め
ぐ
る
。

丙
午
鏡
の
字
形
に
近
似
す
る
。

隷
書
体
ふ
う
の
直
線

　
　
　
　
　
　
　
　
「
昌
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
凍
」

　
　
　
　
　
　
　
　
が
脱
落
し
て
い
る
。

　
集
釈
に
論
じ
た
よ
う
に
、
「
元
興
」
は
和
帝
の
年
号
で
、
和
帝
は
章
和
二

年
（
八
八
）
に
一
〇
歳
で
即
位
し
、
元
興
元
年
十
二
月
に
二
七
歳
で
崩
じ
た
。

『
後
漢
書
試
聴
帝
紀
に
は
「
夏
四
月
庚
午
、
大
赦
天
下
、
改
元
元
興
」
と
あ

元
興
元
年
、

五
月
二
十
日
甲
午
、

天
の
大
い
に
赤
す
る
と
き
、

広
漢
望
蜀
に
て
、

明
鏡
を
造
作
す
る
に
、

三
商
を
幽
（
錬
）
せ
り
。

彫
刻
す
る
こ
と
極
ま
り
な
く
、

世
よ
光
明
を
得
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
つ

長
き
楽
し
み
未
だ
（
旨
き
ず
）
、

侯
王
に
宜
し
。

　
　
　
　
さ
か

富
み
且
つ
昌
え
ん
。

師
の
命
は
長
か
ら
ん
。

位
は
三
公
に
至
ら
ん
。

「
長
」
「
公
」
が
押
韻
す
る
。
第
六
句
の

り
、
本
窯
は
改
元
の
翌
月
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
陳
垣

『
二
十
史
朔
閏
表
騙
に
よ
れ
ば
、
五
月
朔
日
は
壷
漿
で
、
二
十
臼
は
壬
申
で

あ
る
か
ら
、
「
五
月
廿
日
甲
午
扁
は
虚
辞
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
「
五
月
丙

午
」
も
虚
辞
で
あ
る
。
た
だ
し
、
重
慶
市
巴
県
沙
坪
煽
の
石
棺
墓
か
ら
出
土

し
た
八
鳳
鏡
〔
常
任
侠
一
九
三
入
〕
に
は
「
元
興
元
年
五
月
壬
午
」
と
あ
り
、

こ
れ
は
実
暦
で
五
月
三
十
臼
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
に
「
元
興
元
年
五
月
」

鏡
の
干
支
に
は
「
丙
午
」
・
「
甲
午
」
・
「
壬
午
」
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
南
の

門
午
」
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
光
武
英
樹
〔
二
〇
〇
六
〕
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
「
天
大
赦
」
は
「
天
下
に
大
赦
す
る
」
意
味
で
は
な
く
、
「
赦
」

は
「
赤
」
や
「
灼
」
と
通
じ
て
火
が
燃
え
さ
か
る
さ
ま
を
あ
ら
わ
す
。
す
な

わ
ち
、
本
鏡
が
夏
五
月
の
太
陽
が
南
中
し
て
ぎ
ら
ぎ
ら
と
照
り
つ
け
る
灼
熱

の
日
時
に
鋳
造
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
。

　
前
稿
に
論
じ
た
よ
う
に
、
「
広
漢
西
蜀
」
は
四
川
盆
地
の
広
量
郡
に
所
在

し
た
工
房
名
で
あ
る
。
丙
午
鏡
で
は
「
広
漢
造
作
、
尚
方
明
党
扁
と
あ
り
、

「
西
蜀
扁
が
省
略
さ
れ
て
「
尚
方
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
河
南
省
南
陽
市

出
土
と
伝
え
る
「
元
興
元
年
五
月
丙
午
日
」
神
獣
鏡
山
肥
慶
畷
ほ
か
一
九
八

四
〕
で
は
「
広
漢
西
蜀
造
作
、
尚
方
明
寛
」
と
あ
り
、
い
ず
れ
の
鏡
も
宮
廷

御
用
器
を
制
作
す
る
中
央
の
「
尚
方
」
に
納
入
す
る
た
め
「
広
漢
西
蜀
」
工

房
で
制
作
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　
「
周
徳
悪
闘
」
の
「
周
」
は
「
離
（
彫
）
扁
の
仮
借
。
お
そ
ら
く
「
徳
」
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は
「
刻
」
の
誤
記
で
あ
り
、
図
像
紋
様
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
彫
刻
し
た
と
い

う
常
用
句
で
あ
ろ
う
。
「
世
徳
光
明
」
の
「
徳
」
は
「
得
」
の
仮
借
で
、
ひ

そ
か
に
三
種
の
金
属
を
精
錬
し
た
前
句
の
結
果
、
本
旨
は
永
遠
に
光
り
輝
く

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
が
鏡
の
特
質
に
つ
い
て
記
し
た
句
で
、
以

下
は
服
鏡
者
に
予
言
す
る
鏡
の
効
能
で
あ
る
。

　
「
長
楽
未
」
は
韻
字
の
「
央
」
が
脱
落
し
て
い
る
。
以
下
の
一
二
書
三
句
は

吉
祥
句
の
羅
列
で
、
毎
旬
押
韻
し
て
い
る
。
「
師
命
長
」
は
元
興
元
年
鏡
に

は
じ
め
て
出
現
し
た
語
で
、
四
言
で
は
「
其
師
命
長
」
と
さ
れ
、
銘
文
の
末

尾
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
師
」
は
作
鏡
立
の
尊
称
と
し
て
用
い
ら
れ

た
ほ
か
、
太
平
道
や
五
斗
米
道
（
天
師
道
）
な
ど
初
期
道
教
の
指
導
者
を
指

す
こ
と
も
あ
り
、
心
界
」
は
門
い
の
ち
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
道
士

た
ち
が
後
漢
代
の
墓
券
や
受
血
文
に
用
い
た
「
急
呈
律
令
（
急
な
る
こ
と
律
令

の
如
く
せ
よ
）
」
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
広
漢
派
の
鏡
工
が
呪
文
の
皿
種
と
し
て

銘
文
に
胴
い
た
可
能
牲
が
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
廿
黛
鏡
の
銘
文
は
、
語
句
や
字
形
が
再
午
鏡
と
類
似
し
て

い
る
。
し
か
し
、
脱
字
二
か
所
と
誤
字
一
か
所
あ
り
、
一
か
所
の
脱
字
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
丙
午
鏡
よ
り
も
草
卒
の
き
ら
い
が
あ
る
。

　
紀
年
銘
を
も
つ
環
状
乳
神
獣
鏡
は
、
元
興
一
三
年
（
一
〇
五
）
に
出
現
し
た

後
、
半
世
紀
あ
ま
り
形
跡
が
な
く
、
延
蕪
二
年
（
　
五
九
）
に
ふ
た
た
び
あ

ら
わ
れ
る
。
延
喜
…
二
年
鏡
は
二
種
あ
り
、
一
例
は
泉
屋
博
古
館
蔵
（
河
南
省

唐
河
芸
か
ら
嗣
型
鏡
が
二
二
）
の
五
月
丙
午
鏡
（
以
下
「
五
月
鏡
」
と
い
う
〉
で
、

径
一
一
・
五
セ
ン
チ
、
三
六
五
グ
ラ
ム
、
も
う
一
例
は
京
都
国
立
博
物
館
新

収
の
正
月
丙
午
鏡
（
以
下
「
正
月
鏡
」
と
い
う
）
で
、
径
＝
丁
一
セ
ン
チ
、

四
六
六
グ
ラ
ム
、
両
鏡
と
も
元
興
元
年
鏡
と
同
じ
「
広
漢
西
蜀
」
の
制
作
を

銘
記
す
る
。
五
月
鏡
の
銘
文
は
元
興
元
年
鏡
に
類
似
す
る
が
、
正
月
鏡
の
銘

文
は
「
広
南
西
蜀
」
鏡
の
中
で
は
や
や
異
例
で
あ
る
。
そ
れ
は
稿
を
改
め
て

検
討
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
図
像
紋
様
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

　
内
無
主
紋
は
い
ず
れ
も
三
神
山
獣
の
構
成
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
月
鏡
は

西
王
母
・
東
王
公
・
伯
牙
の
判
別
が
む
ず
か
し
く
、
正
月
鏡
と
五
月
鏡
に
は

鍾
漁
期
ら
し
い
図
像
は
み
あ
た
ら
な
い
。
正
月
鏡
の
獣
は
三
体
と
も
ほ
ぼ
同

形
で
あ
る
。
正
月
鏡
の
鉦
に
は
浮
彫
の
龍
紋
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
龍
紋
錘
は
一
五
六
年
か
ら
～
八
一
年
ま
で
暴
漢
派
の
八
鳳
鏡
・
獣
首

鏡
・
環
状
乳
神
獣
鏡
に
確
認
さ
れ
て
い
る
〔
原
田
三
寿
二
〇
〇
五
〕
。
ま
た
、

延
蕪
二
年
鏡
で
は
二
種
と
も
外
区
外
圏
が
菱
蛇
紋
と
な
り
、
半
円
方
形
帯
の

半
円
が
無
紋
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
元
興
元
年
鏡
と
延
嘉
二
年
鏡
と
は
、
五
〇
年
あ
ま
り
隔
た
っ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
「
叢
叢
西
蜀
」
の
制
作
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
て
、
そ
の
差
異
は
小
さ
い
。
図
像
紋
様
と
銘
文
の
全
体
を
み
れ
ば
、
延
喜
…

二
年
の
五
月
鏡
と
正
月
鏡
と
の
差
異
の
方
が
む
し
ろ
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
、

型
式
論
に
も
と
つ
く
編
年
の
む
ず
か
し
さ
を
痛
感
す
る
。
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紀年銘をもつ神獣鏡の新例（岡村）

左＝廿日鏡（張毅明氏蔵，

図1　元興元年（105）環状乳神獣鏡

岡村写真），右＝丙午鏡（五島美術館蔵， 岡村写真）

濾

出獄騨糟細雪灘

　　　　　　　　　　　　図2　延蕪二年（159）環状乳神獣鏡

左：五月鏡（泉屋博古館蔵，岡村写真）．右1正月鏡（京都国立博物館蔵，

灘欝瓢

岡村写真）
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紀
年
銘
を
も
つ
神
獣
鏡
や
獣
首
鏡
は
一
五
〇
～
一
八
○
年
代
に
盛
行
す
る

が
、
そ
れ
よ
り
五
〇
年
あ
ま
り
さ
か
の
ぼ
る
元
興
元
年
に
数
面
の
紀
年
鏡
が

孤
立
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
元
興
元
年
を
雲
斎
す
る
た
め
、
後
代

に
そ
れ
を
制
作
し
た
可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
上
述
の
よ
う
に
元
興
は
和
帝
の
年
号
で
、
四
月
に
改
元
し
、
同
年
十
二
月

に
和
帝
は
崩
じ
た
か
ら
、
一
年
に
満
た
な
い
元
興
元
年
に
追
頒
す
べ
き
事
情

は
と
く
に
み
あ
た
ら
な
い
。
楢
山
満
照
〔
二
〇
〇
二
〕
の
整
理
に
よ
れ
ば
、

九
七
年
ご
ろ
富
窟
の
察
倫
が
尚
方
令
に
就
き
、
元
興
元
年
（
一
〇
五
）
に
造

紙
術
を
和
暦
に
奏
上
し
て
賞
賛
さ
れ
、
そ
の
一
方
で
和
帝
崩
御
の
翌
年
に
都

皇
太
盾
が
、
太
官
・
尚
古
・
内
署
で
制
作
す
る
奢
修
品
の
ほ
か
、
蜀
郡
や
広

帯
郡
の
釦
器
・
九
帯
侃
刀
な
ど
を
禁
止
す
る
倹
約
令
を
出
し
て
い
る
。

　
古
代
か
ら
中
世
へ
の
転
換
の
中
で
、
手
工
業
の
生
産
体
制
は
変
革
を
せ
ま

ら
れ
て
い
た
。
和
帝
は
塩
や
鉄
の
よ
う
な
生
活
必
需
品
で
す
ら
專
売
制
度
を

廃
止
し
、
民
間
に
そ
の
生
産
を
ゆ
だ
ね
て
税
金
を
徴
集
す
る
方
式
に
切
り
替

え
た
。
明
帝
の
こ
ろ
、
方
志
雄
十
四
神
鏡
を
独
占
的
に
制
作
し
て
い
た
「
尚

方
」
か
ら
個
人
工
房
が
相
次
い
で
自
立
し
て
い
っ
た
ハ
岡
村
秀
典
二
〇
一
9
。

こ
の
中
で
無
爵
郡
に
設
置
さ
れ
て
い
た
工
面
が
「
広
漢
詩
蜀
」
と
し
て
民
営

化
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
元
興
元
年
の
大
事
で
あ
っ
た
と

い
う
証
拠
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
元
興
元
年
鏡
は
い
ず
れ
も
紀
年
の
示
す

一
〇
五
年
置
制
作
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一一

@
黄
武
六
年
（
一
＝
一
七
）
重
列
式
神
獣
鏡

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
江
蘇
省
宜
興
市
の
徐
俊
傑
氏
が
所
蔵
す
る
黄
武
六

年
（
ニ
ニ
七
）
重
列
式
神
獣
鏡
で
あ
る
（
図
版
1
下
）
。
宜
興
で
中
国
文
物
学

会
青
銅
器
専
業
委
員
会
が
開
か
れ
た
と
き
の
図
録
昼
興
市
文
物
管
理
委
員
会

弁
公
室
編
二
〇
；
一
二
四
三
〕
に
発
表
さ
れ
（
以
下
「
図
録
偏
と
い
う
）
、
径
～

三
・
三
セ
ン
チ
、
重
さ
三
三
七
グ
ラ
ム
、
地
金
は
に
ぶ
い
銀
黒
色
を
呈
し
、

鏡
画
か
ら
背
面
の
一
部
に
淡
緑
色
の
銃
が
あ
る
。

　
重
列
式
神
獣
鏡
と
は
、
内
区
を
水
平
に
数
段
に
区
分
し
、
各
段
に
神
像
を

す
べ
て
上
向
き
に
並
べ
た
鏡
で
あ
る
。
建
安
元
年
（
　
九
六
V
に
「
示
氏
」

が
創
作
し
た
重
列
式
神
獣
鏡
は
、
「
五
帝
・
天
皇
」
と
「
伯
牙
・
黄
帝
」
を

主
た
る
神
像
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
黒
氏
元
公
」
ら
は
、
西
王
母
と
東

王
公
、
青
龍
・
白
虎
・
朱
雀
・
玄
武
の
四
神
を
加
え
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ

る
。
前
馬
に
論
じ
た
よ
う
に
、
三
世
紀
に
活
躍
す
る
会
稽
派
の
輿
図
は
、
も

っ
ぱ
ら
後
者
の
図
像
を
模
倣
し
て
お
り
、
本
鏡
も
そ
の
｝
例
で
あ
る
。

　
本
鏡
は
内
区
を
五
段
に
分
け
、
中
段
に
霊
知
を
い
た
だ
く
西
王
母
と
東
王

公
を
配
し
て
い
る
。
二
神
と
も
三
山
冠
を
か
ぶ
り
、
龍
虎
座
の
外
側
だ
け
が

表
現
さ
れ
て
い
る
。
内
妻
の
左
右
両
端
に
は
青
龍
と
白
虎
が
二
段
に
わ
た
っ

て
大
き
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
外
需
に
は
銘
帯
と
渦
紋
帯
が
あ
り
、
銘
文

は
時
計
盤
で
七
時
の
位
置
か
ら
置
時
計
回
り
に
め
ぐ
っ
て
い
る
。
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紀年銘をもつ神獣鏡の薪例（岡村）

　
　
黄
武
六
年
、

　
　
五
月
壬
子
四
日
癸
丑
、

　
　
造
作
三
、

　
　
命
之
互
王
且
侯
、

　
　
服
寛
之
人
皆
壽
歳
、

　
　
子
孫
衆
多
、

　
　
悉
爲
公
卿
、

　
　
□
□
二
面
世
尊
口
、

　
　
□
追
再
疇
□
大
吉
。

「
黄
冒
し

年
五
月
朔
日
は
乙
未
で
、

四
日
癸
丑
」

造
作
す
る
こ
と
は
、

陰
極
の
門
壬
子
」
か
ら

黄
武
六
年
、

五
月
壬
子
（
朔
）
の
四
日
品
数
に
、

三
を
造
作
せ
り
。

之
れ
を
延
せ
ば
、
王
且
つ
侯
に
宜
し
。

鏡
を
服
す
る
の
人
は
皆
な
寿
歳
な
ら
ん
。

子
孫
衆
多
に
し
て
、

悉
く
公
卿
と
為
ら
ん
。

薬
毒
□
細
論
□
口
、

口
□
□
ロ
ロ
大
吉
な
ら
ん
。

　
　
　
　
は
呉
王
孫
権
が
魏
の
黄
初
三
年
十
月
に
改
元
し
た
年
号
。
黄
武
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
日
は
戊
戌
で
あ
る
か
ら
、
「
五
月
壬
子
（
朔
）

　
　
　
　
　
は
虚
辞
で
あ
る
。
「
六
」
年
「
五
」
月
「
四
」
臼
に
「
＝
こ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
六
×
五
×
四
×
三
で
一
年
の
三
六
〇
日
を
あ
ら
わ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
癸
丑
扁
へ
と
移
る
干
支
の
変
化
に
陽
気
が
ふ
た
た

び
生
長
す
る
陰
陽
五
行
の
循
環
を
示
し
た
も
の
と
集
釈
は
解
釈
し
た
。

　
同
じ
黄
武
六
年
五
月
四
日
に
つ
く
ら
れ
た
重
列
式
神
獣
鏡
が
和
泉
市
久
保

惣
記
念
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
図
3
左
）
。
図
像
紋
様
は
同
型
鏡
か
と

み
ま
が
う
ほ
ど
類
似
す
る
が
、
径
一
一
・
六
セ
ン
チ
、
本
葺
よ
り
少
し
小
さ

い
。
そ
の
銘
文
は
第
七
行
ま
で
本
玉
と
同
文
で
あ
り
、
以
下
は
、

　
　
牧
財
数
牽
牛
羊
、
而
墨
書
口
慰
。

と
読
ま
れ
て
い
る
。

　
本
鏡
の
第
八
行
以
下
は
錺
の
た
め
図
録
で
は
釈
善
し
て
い
な
い
が
、
「
陳

世
」
と
末
尾
の
「
大
吉
」
は
判
読
で
き
る
。
「
陳
世
」
は
二
二
〇
年
代
後
半

に
活
動
し
た
会
稽
派
の
鏡
工
で
あ
り
、
そ
の
作
品
と
し
て
黄
武
七
年
鏡
と
黄

平
元
年
鏡
が
知
ら
れ
て
い
る
〔
王
仲
殊
～
九
八
六
〕
。
し
か
し
、
会
稽
派
の
鏡

は
、
銘
文
の
冒
頭
に
制
作
の
時
問
を
お
き
、
つ
づ
い
て
作
鏡
者
の
名
を
記
す

の
が
ふ
つ
う
で
あ
り
、
本
鏡
の
よ
う
に
銘
末
の
近
く
に
名
を
入
れ
る
こ
と
は

な
い
。
し
か
も
久
保
惣
蔵
鏡
を
参
考
に
す
れ
ば
、
「
陳
世
」
の
前
三
字
は

「
牧
数
□
」
の
よ
う
に
み
え
、
そ
の
釈
字
に
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
そ
こ
で
「
陳
世
」
作
の
紀
年
鏡
を
総
ざ
ら
い
し
て
み
よ
う
。
五
島
美
術
館

に
所
蔵
す
る
黄
武
七
年
（
ニ
二
八
）
鏡
（
図
3
右
）
は
、
径
九
・
八
セ
ン
チ
、

重
さ
一
六
五
グ
ラ
ム
、
半
円
方
形
帯
を
省
略
し
た
特
異
な
対
置
式
神
耳
鏡
で

あ
る
。
西
王
母
と
東
王
公
の
表
現
に
は
区
別
が
な
く
、
副
神
は
琴
を
膝
に
の

せ
る
伯
牙
ら
し
い
図
像
が
あ
る
ほ
か
は
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
表
現
で
あ
り
、
図

像
比
定
が
む
ず
か
し
い
。
鉦
座
に
は
半
円
を
並
べ
、
外
区
へ
の
斜
面
に
は
粗

い
鋸
歯
紋
を
配
し
て
い
る
。
外
冠
の
渦
紋
帯
は
黄
武
六
年
鏡
と
同
じ
で
、
銘

文
は
西
王
母
の
外
方
か
ら
時
計
回
り
に
め
ぐ
っ
て
い
る
。

　
　
黄
武
七
年
、
　
　
　
　
　
　
　
黄
緯
七
年
、

　
　
七
月
戊
午
朔
七
日
甲
子
、
　
　
七
月
戊
午
朔
の
七
日
甲
子
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る

　
　
紀
主
治
時
、
　
　
　
　
　
　
　
冶
を
主
る
時
を
弄
し
た
り
。
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つ
つ
し

　
　
大
師
陳
世
無
作
明
鏡
、
　
　
　
大
師
陳
世
肯
ん
で
明
鏡
を
作
れ
り
。

　
　
服
者
立
至
公
。
　
　
　
　
　
　
服
す
る
者
は
、
位
公
に
蚕
ら
ん
。

年
月
臼
の
そ
れ
ぞ
れ
に
陽
数
の
「
七
」
を
重
ね
、
暦
日
の
は
じ
ま
る
「
甲

子
扁
を
と
く
に
選
ん
で
制
作
し
た
も
の
だ
が
、
実
暦
で
あ
る
。
前
鏡
が
年
月

麟
の
六
×
五
×
四
に
「
三
」
を
か
け
て
一
年
の
三
六
〇
日
と
し
た
よ
う
に
、

作
鏡
者
の
「
陳
世
」
は
紀
年
銘
に
独
自
の
術
数
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

　
黄
龍
元
年
（
二
二
九
）
七
月
十
三
日
目
百
世
」
重
列
式
神
獣
鏡
に
は
一
工
種

四
面
が
あ
る
。
表
向
き
は
同
日
に
同
一
の
鏡
工
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
三
種
と
も
図
像
紋
様
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
、
二
年
前
の
黄
武
六
年
鏡

と
も
近
似
し
て
い
る
。

　
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
所
蔵
の
黄
聾
7
5
年
「
陳
世
」
鏡
（
図
4
左
）

は
、
径
一
一
・
九
セ
ン
チ
、
重
さ
二
四
三
グ
ラ
ム
。
外
区
の
銘
文
は
時
計
盤

で
十
～
時
の
位
置
か
ら
反
時
計
盗
り
に
め
ぐ
っ
て
い
る
。

黄
龍
元
年
太
歳
在
丁
酉
、

七
月
壬
子
朔
十
三
臼
甲
子
、

師
陳
世
造
作
、

三
凍
明
鏡
、

其
有
服
者
、

久
富
貴
、

宜
□
鯉
口
□
□
。

黄
龍
元
年
太
歳
は
丁
酉
に
在
り
。

七
月
壬
子
朔
の
十
三
日
甲
子
に
、

師
警
世
の
造
作
す
る
に
、

三
た
び
錬
り
た
る
明
鏡
な
り
。

其
れ
服
す
る
者
有
ら
ば
、

久
し
く
富
貴
に
し
て
、

宜
臼
活
量
口
業
。

黄
武
八
年
（
二
二
九
）
四
月
に
孫
権
は
都
の
武
昌
で
帝
を
称
し
、
黄
平
と
改

元
し
た
。
懲
太
歳
」
は
～
二
年
で
天
を
皿
周
す
る
木
星
に
ち
な
む
名
で
、
黄

龍
元
年
は
己
酉
で
あ
る
か
ら
、
「
丁
酉
」
は
虚
辞
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
七
月

壬
子
朔
十
三
日
甲
子
」
は
実
暦
で
あ
る
。

　
五
島
奨
術
館
に
も
同
年
の
「
陳
世
」
鏡
が
あ
り
、
径
＝
・
六
セ
ン
チ
、

重
さ
一
三
四
グ
ラ
ム
、
銘
文
は
ほ
と
ん
ど
問
じ
だ
が
、
末
尾
は
、

　
　
其
有
諜
者
、
命
久
富
貴
、
宜
□
臼
□
。

と
い
う
四
書
三
句
に
な
っ
て
い
る
。

　
も
う
一
種
の
黄
龍
元
年
「
陳
世
」
鏡
（
図
4
右
）
は
、
湖
北
省
三
州
市
水

泥
廠
の
出
土
で
、
径
＝
マ
○
セ
ン
チ
〔
那
州
市
博
物
館
二
〇
〇
二
二
八
一
邑
、

一
部
欠
損
し
て
い
る
が
、
重
さ
二
四
ニ
グ
ラ
ム
、
問
型
鏡
，
が
広
西
壮
族
自
治

区
母
港
市
か
ら
出
土
し
て
い
る
m
広
襲
弊
族
自
治
区
博
物
館
二
〇
〇
四
　
図
九

九
〕
。
外
区
の
銘
文
は
時
計
盤
で
二
時
の
曲
射
か
ら
時
計
回
り
に
展
開
し
、

「
命
久
富
貴
」
で
銘
文
が
終
わ
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
三
種
四
面
の
黄
龍
一
半
年
七
月
十
三
日
「
陳
世
」
重
日
式
神
獣

鏡
は
、
銘
末
に
多
少
の
長
短
が
あ
る
も
の
の
、
径
は
＝
・
六
～
｝
一
一
・
○

セ
ン
チ
と
近
似
し
、
図
像
紋
様
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
改
め
て
「
陳
世
」
作
と
考
え
ら
れ
る
黄
武
六
年
鏡
と
黄
龍
元
年
鏡

の
図
像
を
比
較
す
る
た
め
、
図
5
に
は
重
列
式
神
獣
鏡
の
下
二
段
を
示
し
た
。

1
は
本
稿
で
紹
介
し
た
黄
武
六
年
鏡
、
2
と
3
は
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
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図3　黄武六年（227）重圏式神獣鏡（左）と黄武七年（228）対置式神獣鏡（右）

　　左：久保惣記念美術館蔵（岡村写真），右二五島美術館蔵（岡村写真）

冤駅．

　　　　　　　　　　　　図4　黄龍元年（229）重職式神艦齢

左；久保惣記念美術館蔵（岡村写真），右＝都州水泥廠出土〔署昼顔市博物館2002：183〕
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館
の
所
蔵
で
、
2
は
作
者
不
明
の
黄
武
六
年
鏡
、
3
は
黄
龍
元
年
「
蓋
世
」

鏡
で
あ
る
。
図
像
構
成
は
ほ
と
ん
ど
岡
じ
だ
が
、
1
と
2
に
は
上
段
の
左
右

の
双
獣
間
に
羽
人
が
外
を
向
い
て
立
つ
の
に
対
し
て
、
3
で
は
そ
れ
が
省
略

さ
れ
て
い
る
。
図
像
表
現
は
一
が
も
っ
と
も
精
細
で
あ
り
、
2
は
そ
れ
に
準

じ
る
が
、
3
は
鋳
あ
が
り
が
悪
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
や
や
粗
雑
で
あ
る
。
こ

う
し
た
細
微
な
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
図
像
か
ら
み
て
も
、
す
べ
て
「
近

世
」
に
よ
る
同
巧
の
重
列
式
神
獣
鏡
と
考
え
て
ま
ち
が
い
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
「
陳
世
」
は
黄
武
六
年
か
ら
黄
龍
元
年
ま
で
三
年
闘
に
わ

た
っ
て
、
五
種
の
重
列
式
神
獣
鏡
の
ほ
か
、
黄
武
七
年
頃
は
対
贋
式
神
獣
鏡

も
制
作
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
ぐ
れ
た
鏡
工
は
、
芸
術
作

品
と
し
て
の
鏡
制
作
を
こ
こ
ろ
ざ
し
、
同
じ
会
稽
派
の
「
蔭
豫
」
は
一
＝
七

年
の
重
三
式
神
極
星
と
二
二
一
年
の
差
向
式
神
獣
鏡
の
二
種
が
知
ら
れ
て
い

る
。
一
八
○
年
代
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
呉
派
の
「
張
氏
元
締
」
は
環
状
乳
神

獣
鏡
を
手
は
じ
め
と
し
て
、
そ
れ
を
改
変
し
て
各
種
の
同
向
式
神
獣
鏡
を
試

作
し
、
最
後
に
は
石
亀
式
神
獣
鏡
を
創
作
し
た
。
か
れ
ら
は
ま
た
、
銘
文
に

も
独
創
性
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
〔
岡
村
秀
典
二
〇
　
二
〕
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
考
古
学
は
、
ま
ず
図
像
紋
様
を
も
と
に
環
状
乳
、

同
旨
式
、
重
列
式
、
対
置
式
神
獣
鏡
に
分
類
し
、
鏡
種
ご
と
に
縦
割
り
の
編

年
を
組
み
立
て
て
き
た
。
銘
文
も
パ
タ
ー
ン
を
も
と
に
分
類
し
、
作
如
露
に

注
意
を
は
ら
う
こ
と
な
く
、
銘
文
を
読
む
こ
と
も
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
「
形

だ
け
を
み
て
、
人
を
み
な
い
」
機
械
的
な
型
式
分
類
に
終
始
し
、
鏡
背
と
い

う
小
さ
な
カ
ン
バ
ス
に
自
我
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
門
陳
世
」
や
「
蔭
豫
」

ら
の
芸
術
に
思
い
至
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
紀
年
鏡
で
確
認
で
き
る
鏡
工
の
活
動
期
間
は
、
「
陳
世
」
は
三
年
、

「
蔭
豫
」
は
五
年
で
あ
り
、
後
漢
の
建
安
年
間
に
重
列
式
神
獣
鏡
を
制
作
し

た
「
示
氏
」
は
一
〇
年
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
自
立
し
た
芸
術
活
動
を
展
開
し

て
い
た
ゆ
え
に
、
活
躍
し
た
期
間
は
意
外
に
も
短
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
今
回
の
調
査
旅
行
中
、
わ
た
し
は
漸
江
省
文
物
考
古
研
究
所
で
「
東
漢
鏡

工
伝
…
芸
術
家
的
出
現
」
と
題
す
る
講
演
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
こ
で
主
に
論

じ
た
の
は
一
世
紀
後
半
の
「
青
藍
」
や
「
杜
氏
」
ら
准
派
の
鏡
工
と
そ
の
作

品
で
あ
っ
た
が
、
講
演
後
の
質
疑
の
中
で
、
あ
る
研
究
者
が
「
古
代
の
工
人

は
身
分
が
低
く
、
か
れ
ら
は
官
営
工
房
に
隷
属
し
て
い
た
は
ず
だ
」
と
主
張

し
た
。
そ
の
根
拠
は
不
明
だ
が
、
か
つ
て
三
宅
米
吉
〔
一
八
九
七
〕
が
銘
文

は
「
大
抵
無
学
の
工
人
が
時
に
随
て
定
文
句
を
綴
り
合
せ
た
る
も
の
な
る
べ

し
」
と
断
じ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
多
く
の
考
古
学
者
が
い
だ
い
て
い
る
鏡
工

の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
身
分
が
高
い
か
低
い
か
は
、
い
ま
問
わ
な
い

と
し
て
も
、
「
陳
世
」
や
「
蔭
豫
」
ら
卓
越
し
た
鏡
工
た
ち
は
、
技
術
力
だ

け
で
な
く
、
す
ぐ
れ
た
作
文
能
力
を
有
し
、
術
数
論
に
長
け
、
精
神
の
自
由

を
求
め
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
わ
た
し
た
ち
は

そ
の
精
神
を
正
し
く
評
価
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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　　　　　　　　　　　　　図5　重圏式神獣鏡の図像比較

1：黄武六年鏡（徐俊傑氏蔵，岡村写真），2：黄武六年鏡（和泉市久保惣記念美術館蔵，岡

村写真），3：黄龍元年鏡（同左）
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三
　
　
「
三
三
元
年
」
対
置
式
神
四
鏡

　
二
二
〇
年
正
月
に
曹
操
が
没
し
、
同
年
十
月
、
子
の
曹
　
は
漢
無
線
か
ら

帝
位
を
禅
譲
さ
れ
て
魏
を
建
国
し
、
黄
落
と
改
元
し
た
。
そ
の
前
年
に
長
江

中
流
域
の
荊
州
を
め
ぐ
っ
て
孫
権
と
劉
備
と
の
同
盟
関
係
が
破
綻
し
た
こ
と

か
ら
、
孫
権
は
魏
帝
に
臣
従
の
使
い
を
送
り
、
翌
年
十
　
月
に
十
王
に
封
じ

ら
れ
た
。
し
か
し
、
翌
二
二
二
年
に
魏
と
呉
と
の
関
係
が
悪
化
し
た
た
め
、

群
臣
が
孫
権
に
即
位
を
勧
め
た
も
の
の
、
孫
権
は
黄
武
と
い
う
元
号
を
定
め

た
だ
け
で
、
帝
位
に
即
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
漢
か
ら
禅
譲
さ
れ
た
魏
の
曹

　
や
、
漢
の
復
興
を
大
義
名
分
と
す
る
蜀
の
劉
備
に
対
し
て
、
呉
の
孫
権
に

は
帝
位
に
つ
く
正
統
性
の
根
拠
が
乏
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
二
九
年
四

月
、
黄
龍
と
鳳
風
が
出
現
し
た
と
い
う
報
告
を
う
け
、
孫
権
は
よ
う
や
く
即

位
し
、
黄
龍
と
改
元
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
漸
江
省
杭
州
市
の
孔
震
氏
が
所
蔵
す
る
「
黄
武
元

年
」
対
琶
式
神
獣
鏡
で
あ
る
（
図
版
2
）
。
径
｝
四
・
○
セ
ン
チ
、
重
さ
三
三

六
グ
ラ
ム
、
地
金
は
に
ぶ
い
銀
黒
色
を
呈
し
、
鋳
あ
が
り
は
良
く
な
い
。

　
対
置
式
神
獣
鏡
と
は
、
黄
武
七
年
「
陳
世
」
鏡
で
一
瞥
し
た
が
、
鉦
を
挟

ん
で
主
神
の
西
王
母
と
東
王
公
が
対
握
さ
れ
、
二
神
の
左
右
に
は
獣
が
対
向

し
、
各
獣
の
後
ろ
に
は
神
が
副
次
的
に
配
さ
れ
た
鏡
で
あ
る
。
本
曇
の
図
像

は
、
西
王
母
と
東
王
公
と
の
区
別
が
つ
か
な
い
ほ
ど
崩
れ
て
い
る
が
、
二
神

と
も
い
わ
ゆ
る
龍
虎
座
に
坐
っ
て
い
る
。
副
神
は
三
三
と
三
子
期
、
お
よ
び

黄
帝
と
人
頭
鳥
身
の
神
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
鐙
は
大
き
く
扁
平
で
、
中

心
が
膀
状
に
や
や
突
起
し
、
鉦
座
は
整
っ
て
い
な
い
。
半
円
方
形
帯
に
は
半

円
と
方
格
を
九
個
ず
つ
配
し
、
間
を
円
紋
と
小
さ
な
珠
点
で
う
め
て
い
る
。

半
円
の
内
外
に
は
蕨
手
状
の
紋
様
、
方
格
に
は
「
士
三
公
九
卿
十
二
大
夫
」

の
銘
文
を
一
字
且
つ
入
れ
て
い
る
。
永
安
元
年
（
二
五
八
）
鏡
な
ど
呉
後
期

に
は
「
人
吏
三
公
九
卿
十
二
大
唐
（
人
吏
な
ら
ば
、
三
公
・
九
卿
・
十
二
大
夫
と

な
ら
ん
）
」
と
い
う
一
〇
字
の
方
響
銘
が
多
く
、
こ
こ
で
は
「
人
吏
」
の
か

わ
り
に
「
士
」
を
用
い
て
い
る
。
「
士
」
は
「
仕
」
の
省
字
で
あ
ろ
う
。
～

段
高
く
な
っ
た
外
区
に
は
銘
帯
と
菱
魚
紋
帯
を
配
し
、
銘
文
は
お
お
ら
か
な

字
形
で
、
亡
子
期
の
外
方
か
ら
時
計
回
り
に
め
ぐ
っ
て
い
る
。

黄
武
元
年
、

王
道
太
平
。

五
月
丙
午
、

時
加
購
中
。

制
作
首
濠
之
寛
、

清
且
明
。

聖
者
位
至
侯
王
。

保
子
孫
、

壽
萬
年
祥
吉
。

黄
武
元
年
、

王
道
太
平
な
り
。

五
月
丙
午
の
、

　
　
　
ち
ゅ
う
　
　
　
　
　
　
　
あ

時
は
日
の
嚇
す
る
に
加
た
り
て
、

百
錬
の
鏡
を
制
作
す
る
に
、

清
に
し
て
且
つ
明
な
り
。

服
す
る
者
は
位
半
影
に
至
ら
ん
。

子
孫
を
保
ち
、

寿
は
万
年
に
し
て
祥
告
な
ら
ん
。
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第
四
句
ま
で
は
整
っ
た
四
雷
で
、
第
五
句
以
下
は
雑
言
体
で
あ
る
。

　
図
6
左
に
は
劉
体
智
旧
蔵
の
「
黄
武
元
年
」
対
置
式
神
獣
鏡
m
梅
原
末
治

　
九
四
二
　
呉
一
〕
を
示
し
た
。
径
＝
一
・
三
セ
ン
チ
、
拓
本
の
た
め
図
像
の

細
部
は
不
明
だ
が
、
同
年
の
作
だ
け
に
神
獣
像
の
表
現
は
本
鏡
に
近
似
し
て

い
る
。
異
な
る
の
は
半
円
方
形
帯
が
半
円
と
方
格
だ
け
に
な
り
、
外
区
外
圏

が
無
紋
に
簡
略
化
し
て
い
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
方
格
の
銘
文
を
劉
体
智

〔一

緕
O
四
　
二
・
七
三
〕
は
「
宜
三
公
平
三
十
二
大
夫
」
と
読
む
が
、
本
鏡

の
「
士
三
公
九
卿
十
二
大
豊
」
に
類
似
す
る
句
で
あ
ろ
う
。
線
区
の
銘
文
は
、

梅
原
の
釈
文
を
参
考
に
、
次
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
黄
武
元
年
、
大
歳
在
口
鷹
、

　
　
臼
□
□
翻
、
臼
□
田
中
。

　
　
制
作
盲
爆
明
寛
、
清
□
且
富
、

　
　
服
者
萬
年
、
宜
豊
玉
。

　
　
立
至
三
公
。
及
古
。

第
二
行
に
つ
い
て
目
玉
殊
鶯
九
八
七
〕
は
、
建
興
二
年
（
二
五
三
）
鏡
・
太

平
元
年
（
二
五
六
）
鏡
・
登
霞
三
年
（
二
六
六
）
鏡
な
ど
の
銘
文
を
参
考
に

「
五
月
丙
午
、
蒔
加
日
中
」
と
復
元
し
た
。
そ
れ
は
本
塁
に
よ
っ
て
補
強
で

き
る
。
「
時
加
日
申
扁
は
太
陽
の
南
中
す
る
時
問
に
あ
た
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
梅
原
は
「
制
作
」
で
句
を
切
る
が
、
つ
づ
く
「
百
藻
明
寛
」
は
「
制

作
」
の
目
的
語
で
あ
り
、
本
鏡
で
は
「
制
作
百
漂
之
寛
、
清
雪
明
」
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
類
似
性
か
ら
み
て
、
二
面
の
「
黄
武
元
年
」
鏡
は
同

時
期
の
作
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
黄
武
元
年
」
鏡
は
、
前
節
に
み
た
膏
血
六
年
「
陳

世
」
鏡
と
比
べ
る
と
、
同
じ
「
黄
武
」
年
の
制
作
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

図
像
紋
様
と
銘
文
の
ち
が
い
は
大
き
い
。

　
そ
こ
で
「
黄
緑
元
年
」
鏡
と
同
じ
対
遣
式
神
獣
鏡
の
例
と
し
て
、
図
6
右

に
五
島
美
術
館
所
蔵
の
建
干
二
十
四
年
（
二
一
九
）
鏡
を
示
し
た
。
図
像
紋

様
は
や
や
精
細
で
、
西
王
母
と
東
王
公
の
両
肩
か
ら
た
ち
の
ぼ
る
気
が
蕨
手

状
を
な
し
、
龍
虎
座
が
小
さ
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ち
が
い
が
あ
る

も
の
の
、
全
体
と
し
て
差
異
は
小
さ
い
。
と
こ
ろ
が
銘
文
は
「
黄
武
元
年
」

鏡
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　
　
建
安
廿
四
年
五
月
丁
巳
朔
計
日
丙
午
造
作
明
寛
、
既
清
里
良
巧
、

　
　
牛
羊
有
千
、
家
財
三
億
、
亘
侯
王
、
位
至
三
公
、
長
生
臼
□
□
。

鋳
造
の
月
朔
と
制
作
日
そ
れ
ぞ
れ
の
干
支
を
記
す
こ
と
は
、
「
陳
世
」
や

「
蔭
豫
」
ら
会
稽
派
の
鏡
に
特
徴
的
で
あ
り
、
「
五
月
丙
午
、
時
加
日
中
」

と
い
う
定
型
句
を
用
い
た
「
立
山
元
年
」
鏡
と
の
ち
が
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
結
論
か
ら
い
え
ば
、
「
黄
武
元
年
」
鏡
は
二
二
二
年
の
作
で
は
な
く
、
呉

の
末
期
に
建
国
を
追
化
し
て
制
作
し
た
擬
古
鏡
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
そ
の
手
が
か
り
に
な
る
の
が
「
嘉
興
元
年
」
鏡
（
図
7
左
）
で
あ
る
。

王
仲
殊
〔
一
九
九
五
〕
は
、
史
書
に
伝
え
る
呉
の
年
号
に
「
嘉
日
」
は
な
い
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が
、
銘
文
と
図
像
紋
様
が
次
に
み
る
「
黄
龍
元
年
」
鏡
と
類
似
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
そ
れ
は
呉
鏡
で
あ
り
、
孫
権
の
孫
の
孫
皓
が
帝
位
に
即
い
た
元
興

元
年
（
二
六
四
）
、
亡
父
の
孫
和
に
文
皇
帝
を
追
考
し
た
と
き
、
孫
和
の
た
め

に
宮
衛
が
置
か
れ
た
慕
禾
六
年
（
…
二
七
）
を
「
嘉
興
元
年
」
と
追
落
し
、

そ
の
紀
年
を
い
れ
た
鏡
を
制
作
さ
せ
た
と
す
る
。
嘉
禾
を
「
慕
興
」
に
改
め

た
の
は
「
和
」
と
同
音
の
「
禾
」
を
避
け
た
か
ら
で
あ
る
。
別
の
門
忠
興
元

年
」
鏡
に
「
嘉
興
光
年
、
大
歳
至
情
巳
」
と
あ
り
、
こ
の
「
丁
巳
」
は
ち
ょ

う
ど
嘉
禾
六
年
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
う
け
て
菊
地
大
〔
二
〇
〇
二
〕

は
、
孫
皓
が
父
孫
和
の
宗
廟
祭
祀
を
整
え
た
宝
鼎
元
年
（
二
六
六
）
に
「
嘉

興
元
年
」
鏡
の
制
作
を
考
え
る
。
そ
れ
は
武
昌
に
遷
都
し
た
翌
年
の
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
鏡
が
那
州
市
で
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
武
昌
で
制
作
さ
れ
た

と
菊
地
は
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
銘
文
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

慕
興
元
年
、

歳
在
大
陽
。

乾
　
合
化
、

王
道
始
平
。

五
月
丙
午
、

時
加
日
中
。

制
作
寛
、

百
凍
清
銅
。

嘉
興
元
年
、

歳
は
太
陽
に
在
り
。

乾
坤
化
を
合
し
、

王
道
始
め
て
平
ら
か
な
り
。

五
月
丙
午
の
、

時
は
日
の
即
す
る
に
加
た
り
て
、

（
明
）
鏡
を
制
作
す
る
に
、

清
銅
を
百
錬
せ
り
。

　
　
服
者
萬
年
、
　
　
　
服
す
る
者
は
万
年
と
な
り
、

　
　
位
至
侯
王
。
　
　
　
位
は
侯
王
に
至
ら
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
り
ぞ

　
　
辟
不
羊
。
　
　
　
　
不
祥
を
辟
け
ん
。

方
格
銘
は
「
吏
三
公
九
卿
十
二
□
大
夫
扁
と
読
め
る
。
こ
の
「
嘉
興
元
年
」

鏡
に
類
似
す
る
の
が
「
黄
龍
元
年
」
鏡
（
図
7
右
）
で
あ
り
、
湖
北
省
甲
州

市
西
山
水
潮
型
七
九
号
墓
出
土
例
〔
聯
繋
市
博
物
館
二
〇
〇
二
二
八
四
〕
の
外

区
の
銘
文
は
、
「
嘉
興
元
年
」
鏡
に
類
似
し
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
黄
龍
元
年
、
大
歳
在
丁
巳
、

　
　
乾
　
合
化
、
帝
道
始
平
。

　
　
五
月
丙
午
、
時
茄
語
中
。

　
　
造
作
明
覚
、
百
害
清
銅
。

　
　
服
者
萬
年
、
位
至
三
公
。

　
　
群
除
不
祥
。

方
格
銘
は
判
然
と
し
な
い
が
、
台
湾
・
荘
静
続
開
蔵
の
同
型
鏡
は
「
入
吏
三

口
□
卿
十
二
大
夫
」
と
釈
読
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
「
嘉
興
元
年
」
鏡
と

「
黄
龍
元
年
」
鏡
と
は
、
外
区
の
銘
文
と
俗
学
銘
と
も
に
よ
く
似
て
い
る
。

と
く
に
黄
龍
元
年
の
歳
在
は
己
酉
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
大
歳
在
書
函
扁
は

虚
辞
で
あ
る
が
、
「
位
記
元
年
」
鏡
の
銘
文
に
も
「
大
歳
在
留
巳
」
が
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
黄
龍
元
年
偏
鏡
は
「
嘉
興
元
年
」
鏡
と

同
じ
孫
皓
代
の
制
作
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
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紀年銘をもつ神獣鏡の新例（岡村）

　　　図6　「黄武元年1鏡（左）と建網二十四年（219）鏡（右）

左：劉慧智旧蔵〔梅原末治1942：呉1〕，右：五島美術館蔵（岡村写真）

　　　　　　　　図7　「嘉興元年」鏡（左）と「黄龍元年」鏡（右）

左：早稲田大学會津八一記念博物館蔵（岡村写真），右；湖北省郡州市西山水圏廠79号墓出土

〔那州市博物館2002＝184〕
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「
嘉
興
元
年
」
鏡
の
「
乾
　
合
化
、
王
道
喜
平
」
と
「
黄
龍
元
年
」
鏡
の

「
乾
　
合
化
、
鹿
道
始
平
鳳
と
は
、
呉
の
建
国
に
よ
っ
て
天
地
陰
陽
の
気
が

統
合
さ
れ
、
理
想
的
な
帝
王
の
政
治
が
開
か
れ
た
こ
と
を
寛
聴
し
た
語
で
あ

る
。
典
雅
で
荘
重
な
四
黒
体
を
用
い
て
孫
権
の
帝
業
を
た
た
え
、
天
命
を
も

と
に
呉
政
権
の
正
統
性
を
唱
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
祝
詞
は
、
す
で
に
北
京

市
徴
集
の
太
平
元
年
（
二
五
六
）
対
鷺
式
神
獣
鏡
〔
程
長
新
ほ
か
～
九
八
九
一
図

版
三
六
〕
の
銘
文
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

君
子
、

太
平
元
年
、

五
月
丙
午
、

時
茄
日
中
。

乾
　
合
化
、

曲
道
始
興
。

造
作
明
寛
、

百
凍
正
銅
。

上
慮
星
宿
、

下
塵
不
祥
。

服
者
老
壽
、

長
樂
来
英
。

三
公
九
卿
、

霜
作
る
に
、

太
平
元
年
、

五
月
丙
午
の
、

　
　
　
ち
ゅ
う
　
　
　
　
　
　
　
あ

時
は
日
の
博
す
る
に
射
た
る
。

乾
坤
化
を
合
わ
せ
、

仁
道
始
め
て
興
る
。

明
鏡
を
造
作
す
る
に
、

正
訓
を
百
錬
せ
り
。

か
み上

は
星
宿
に
応
じ
、

し
も下

は
不
祥
を
脾
く
。

服
す
る
者
は
老
寿
に
し
て
、

長
き
楽
し
み
未
だ
央
き
ず
。

三
公
・
九
卿
と
な
り
、

　
　
門
馬
千
羊
。
　
　
五
ひ
き
の
馬
と
千
ひ
き
の
羊
あ
ら
ん
。

　
二
五
二
年
、
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
君
臨
し
て
き
た
孫
権
が
崩
じ
、
末
子
の

孫
亮
が
＝
歳
で
即
位
す
る
と
、
政
権
は
に
わ
か
に
不
安
定
と
な
る
。
孫
亮

は
二
五
六
年
正
月
に
孫
権
を
ま
つ
る
太
祖
廟
を
建
造
し
て
政
権
の
正
統
性
を

宣
揚
し
、
同
年
一
〇
月
に
「
太
平
」
と
改
元
し
た
。
こ
の
た
め
本
鏡
の
「
五

月
丙
午
」
は
虚
辞
で
あ
る
。
文
頭
の
門
耕
作
」
は
異
例
で
、
「
吾
作
」
と
す

る
べ
き
と
こ
ろ
を
書
き
誤
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
情
勢
か

ら
み
る
と
、
「
君
」
と
は
呉
帝
の
孫
亮
で
あ
り
、
孫
権
の
偉
業
を
「
乾
　
合

化
、
帝
道
始
興
」
と
顕
彰
し
た
本
鏡
は
、
太
祖
廟
の
建
設
と
一
連
の
国
家
事

業
と
し
て
制
作
さ
れ
、
同
時
に
太
祖
孫
権
を
た
た
え
る
「
黄
土
元
年
」
鏡
と

「
黄
龍
元
年
」
鏡
が
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

　
朝
廷
内
の
は
げ
し
い
実
権
争
い
の
末
、
孫
亮
は
二
五
八
年
に
退
位
を
せ
ま

ら
れ
た
。
代
わ
っ
て
即
位
し
た
孫
休
も
二
六
四
年
に
崩
じ
、
孫
皓
が
即
位
し

た
の
で
あ
る
。
孫
皓
は
皇
太
子
の
座
を
追
わ
れ
て
自
害
さ
せ
ら
れ
た
黒
和
の

子
で
、
孫
皓
即
位
の
前
年
に
魏
は
蜀
を
滅
ぼ
し
、
即
位
の
翌
年
に
は
魏
が
滅

ん
で
西
晋
が
成
立
し
て
お
り
、
呉
を
め
ぐ
る
内
外
の
情
勢
は
風
雲
急
を
告
げ

て
い
た
。
孫
皓
が
孫
和
を
顕
彰
し
、
み
ず
か
ら
の
正
統
性
を
宣
揚
す
る
こ
と

が
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
で
「
太
平
元
年
」
鏡
の
先
例
に
な
ら
っ

て
「
慕
興
元
年
」
鏡
が
創
作
さ
れ
、
合
わ
せ
て
孫
権
を
た
た
え
る
「
黄
武
元

年
」
鏡
と
「
黄
龍
元
年
」
鏡
が
制
作
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
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紀年銘をもつ神獣鏡の新例（岡村）

　
こ
の
よ
う
な
追
頒
鏡
は
、
四
言
を
主
と
す
る
銘
文
の
パ
タ
ー
ン
だ
け
で
な

く
、
図
像
紋
様
も
相
互
に
類
似
し
て
い
る
。
図
7
の
「
黄
龍
元
年
」
鏡
と

「
嘉
興
元
年
」
鏡
と
は
、
図
像
紋
様
が
相
互
に
酷
似
す
る
だ
け
で
な
く
、
図

版
2
の
「
黄
武
元
年
」
鏡
や
図
6
右
の
建
安
二
十
四
年
鏡
に
も
類
似
し
て
い

る
。
と
り
わ
け
半
円
方
形
帯
の
半
円
に
蕨
手
状
の
紋
様
を
ほ
ど
こ
す
手
法
は
、

い
ず
れ
の
鏡
に
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
前
稿
で
は
「
黄
武
元
年
」
や

「
黄
龍
元
年
」
の
玉
里
鏡
は
、
呉
後
期
の
制
作
時
に
流
行
し
て
い
た
図
像
紋

様
で
は
な
く
、
呉
初
期
の
様
式
を
擬
古
的
に
採
り
入
れ
た
と
考
え
た
。

　
た
だ
し
、
細
部
に
お
い
て
は
時
代
の
制
約
を
う
け
て
い
る
。
こ
こ
で
は
鉦

の
形
と
大
き
さ
に
着
呂
し
て
み
よ
う
（
畷
8
）
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
三
面

は
、
！
の
元
興
元
年
（
一
〇
五
）
環
状
乳
神
獣
鏡
、
2
の
黄
武
六
年
（
一
三

5cm

　　図8　断麺図（縮尺1／2）

1：元興元年（105）鏡，2：黄武六年

（227）鏡，3：黄龍元年（229）鏡，

4：永安元年（258）鏡，5：「黄武元年」

鏡（1・2・5：馬渕一輝，3：岡村，

4；森下章司実測，1－5：馬渕製［罰）

七
）
「
陳
世
」
重
列
式
神
獣
鏡
、
5
の
「
黄
門
元
年
」
清
逸
式
神
獣
鏡
で
あ

る
。
ま
た
参
考
資
料
と
し
て
、
3
の
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
の
黄
龍

元
年
（
二
二
九
）
「
陳
世
」
重
列
式
神
獣
鏡
、
4
の
五
島
美
術
館
蔵
の
永
安
元

年
（
二
五
八
）
対
遣
式
神
獣
鏡
を
例
示
し
た
。
1
の
鉦
は
、
半
球
形
で
小
さ

い
。
そ
れ
に
次
ぐ
2
と
3
は
、
と
も
に
「
陳
世
扁
の
作
で
あ
る
。
面
心
に
比

例
し
て
3
よ
り
2
の
錘
が
や
や
大
き
い
が
、
形
は
近
似
し
て
い
る
。
4
と
追

類
鏡
の
5
は
鉦
が
大
き
く
扁
平
で
、
と
り
わ
け
鉦
の
上
に
鋳
造
時
の
湯
口
ら

し
い
膀
状
の
突
起
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
4
と
5
の
制
作
年
代
が
近
接
し
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
に
神
獣
鏡
の
鉦
は
、
一
〇
五
年
、
二
二

七
～
一
三
九
年
、
二
五
〇
～
二
六
〇
年
代
と
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
形
が

大
き
く
な
っ
て
い
る
。
実
測
図
が
報
告
さ
れ
た
鏡
は
多
く
な
い
も
の
の
、
鉦

の
大
き
さ
な
ら
写
真
か
ら
で
も
計
測
で
き
る
た
め
、
銘
文
や
図
像
紋
様
の
分

析
と
合
わ
せ
て
編
年
の
一
指
標
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
神
獣
鏡
は
元
興
元
年
（
一
〇
五
）
鏡
を
稽
矢
と
し
て
二
八
○
年
代
ま
で
盛

行
し
た
。
紀
年
鏡
の
数
も
多
く
、
四
川
の
広
漢
派
が
環
状
乳
神
獣
鏡
を
創
作

し
て
か
ら
は
、
二
世
紀
末
か
ら
三
世
紀
は
じ
め
に
江
南
の
「
示
氏
し
が
重
列

式
神
獣
鏡
を
制
作
し
、
会
稽
派
の
対
置
式
・
同
向
式
・
重
列
式
神
獣
鏡
に
継

承
さ
れ
た
。
本
稿
で
紹
介
し
た
紀
年
鏡
は
、
わ
ず
か
三
面
に
す
ぎ
な
い
が
、
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次
の
よ
う
な
知
見
が
え
ら
れ
た
。

　
元
興
元
年
「
広
西
西
窓
」
鏡
は
、
最
初
期
の
環
状
乳
神
獣
鏡
で
あ
り
、
同

年
の
五
月
丙
午
鏡
が
拓
本
や
踏
み
返
し
鏡
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
現
状
に
お

い
て
、
貴
重
な
資
料
に
な
ろ
う
。
罫
書
六
年
鏡
は
、
今
回
の
調
査
で
「
陳

世
」
の
作
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
に
よ
り
、
呉
初
期
に
お
け
る
会
稽

派
の
活
動
の
～
端
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
「
黄
武
元
年
」
鏡
は
、
こ
れ
ま
で

基
体
智
旧
蔵
置
の
拓
本
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
今
回
調
査
し
た
鏡

は
「
嘉
興
元
年
」
鏡
や
「
黄
龍
元
年
」
鏡
と
類
似
し
、
呉
後
期
の
政
権
が
太

祖
孫
権
の
建
国
を
追
零
し
て
制
作
し
た
可
能
性
が
い
っ
そ
う
高
ま
っ
た
。

　
以
上
三
面
の
紀
年
鏡
は
、
す
べ
て
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
盗
掘
さ
れ
た
鏡
が
美
術
品
と
し
て
売
買
さ
れ
た
も
の
で
、
出
土
地
は
も

と
よ
り
、
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
考
古
資
料

と
し
て
の
学
術
的
価
値
は
低
い
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
中
国
で
は
考
古

学
者
に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ
た
神
獣
鏡
は
少
な
く
、
出
土
地
が
わ
か
っ
て
も
、

そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
報
告
さ
れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　
近
年
、
洛
陽
で
三
角
縁
神
獣
鏡
が
出
土
し
た
と
い
う
報
告
〔
王
　
意
二
〇

一
四
〕
が
あ
り
、
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
が
沸
き
立
っ
た
（
噌
朝
日
新
聞
㎞
二
〇
一
五

年
三
月
二
日
朝
刊
）
。
日
本
の
古
墳
か
ら
出
土
す
る
三
角
縁
神
獣
鏡
に
は
、

門
景
初
」
「
正
始
」
と
い
う
魏
の
年
号
や
「
洛
陽
」
「
徐
州
」
と
い
う
地
名
が

銘
文
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
中
国
か
ら
一
面
も
出
土
し
て
い
な
い
た
め
、
そ

の
制
作
地
を
め
ぐ
っ
て
魏
鏡
説
と
日
本
旧
説
と
が
対
立
し
て
い
た
。
そ
こ
に

魏
の
都
が
所
在
し
た
洛
陽
で
三
角
縁
神
獣
鏡
が
“
発
見
”
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

大
騒
ぎ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
洛
陽
の
骨

董
市
場
で
入
乎
さ
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
資
料
で
あ
り
、
洛
陽
の
出
土
と
い
う

確
実
な
証
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
今
回
の
調
査
で
は
、
弥
生
時
代

に
北
部
九
州
で
制
作
さ
れ
た
（
と
考
え
ら
れ
る
）
中
広
形
銅
矛
（
全
長
八
四
・

五
セ
ン
チ
）
を
宜
興
で
実
見
し
た
。
そ
れ
を
所
蔵
す
る
馬
重
藤
氏
は
、
春
秋

戦
国
時
代
の
越
国
の
銅
矛
だ
と
語
っ
て
い
た
が
、
近
年
の
“
爆
買
い
”
で
日

本
か
ら
流
出
し
た
可
能
性
が
高
い
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
出
土
に
か
ん
す
る
考
古
学
的
な
議
論
を
避
け
た
。
真
贋
の
問
題

は
別
と
し
て
、
鏡
の
図
像
紋
様
や
銘
文
に
限
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
資
料
で
も
考
古
学
の
発
掘
資
料
と
同
じ
土
俵
で
議
論
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。
宋
代
以
来
一
〇
〇
〇
年
の
間
、
金
石
学
者
や
収
蔵
家
た
ち
が
鏡
研
究

を
リ
ー
ド
し
て
き
た
の
も
う
な
ず
け
る
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
み
る
と
、
今
田
の
中
国
考
雷
学
は
、
鏡
の
出
土
情
報
か
ら

ど
れ
ほ
ど
有
益
な
研
究
を
導
き
だ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

資
料
の
”
発
見
”
に
右
往
左
往
す
る
こ
と
な
く
、
対
象
と
す
る
資
料
の
特
性

を
み
き
わ
め
、
研
究
を
進
め
る
こ
と
を
自
戒
し
た
い
。
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紀年銘をもつ神獣鏡の新例（岡村）
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